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第４章 農業振興計画の内容 
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１．計画の体系 
 
 将来像を実現するために「市民と進める農地保全」、「魅力ある農業経営の促進」、
「多様な担い手の育成」、「市民に身近な生産加工流通体制づくり」、「農家と市民の交
流の促進」の５つを柱として、計画の体系を組み立てるとともに、行政が主体となる
推進プロジェクトと、農業者や市民等が主体となるアクションプランを設定します。 

 
将来像：食の安心 みんなの健康 生活にうるおい 
   ―農家と市民が育てる豊かな農業 西東京－ 
  

   市民と進める農地保全 
   

    生産緑地の保全 
   

    多面的機能を活かした農地保全 
  

   魅力ある農業経営の促進 
   

   
 農業経営体の育成 

   

   
 経営管理の合理化の促進 

   

   
 営農形態に応じた支援の導入 

    

   
 農業関係団体の交流と育成 

  
   多様な担い手の育成 

   

   
 後継者の確保、育成 

   

   
 女性農業者の活動の支援 

   

   
 高齢農業者の支援 

   

   
 市民による援農体制づくり 

   
   市民に身近な生産加工流通体制づくり 

   

   
 安全な農産物の供給 

   

   
 地域ブランドの確立 

   

   
 特色ある直売の検討・実施 

   

   
 多様な流通販売体制づくり 

   

   
 消費者ニーズの的確な把握 

  
  

 農家と市民の交流の促進 
 

 
 情報・交流の場づくり 
 

 
 年齢・階層に応じた農業体験の場づくり 
 

 
 農を活かしたまちづくり 

 

推 
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プ 
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ン 

の 

設 

定
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２．市民と進める農地保全 
 
（１）生産緑地の保全 
 
 
 
 
課題解決の方針 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 策 の 内 容    （○：主体 △：支援） 

項   目 内  容 
農
家 

Ｊ
Ａ 

市
民 

行
政 

民
間 

① 関連計画に
よる農地の位
置付け 

・都市計画マスタープラン、緑の基本
計画等と連携した保全(緑地空間) 
・防災計画と連携した保全(防災空間) 
・農地の重要性と農地確保のための情
報提供（買い上げの財政負担の検討） 

   ○ 
 
○ 
○ 

 

② 農業体験農
園の整備 

・農業体験農園の事例研究 
・支援制度の確立、普及 

○ 
 

○  ○ 
○ 

 

③ 生産基盤の
整備 

・都市農業支援総合対策事業等の制度
ＰＲと活用 

○ △  ○  

④ 市民農園・家
族農園の位置
付け 

・市民農園及び家族農園は、相続等に
より持続することが困難になるた
め、農家の意向等を考慮しつつ、農
業体験農園の普及を基本とする 

○ △  ○  

⑤ 生産緑地指
定の追加の検
討 

・より確実な保全策として農家の意向
を踏まえた生産緑地指定の追加を検
討する。 

○   ○  

現状・課題 課題解決の方針 

・本市の生産緑地面積は 156ha で農地
面積の 83％を占め、農家の 62％が現
状維持の意向がある反面、相続時に
は処分せざるを得ない農家が 49％を
占めており、相続税への対応が都市
農業の共通した課題です。 
・生産緑地は、都市計画など他の計画
でも保全空間とされており、市民生
活と調和のとれた生産環境を確保す
る必要があります。 
・宅地化農地も農家は農地として現状
を維持する意向が強く、生産緑地地
区指定拡大の意向もあります。 
・宅地化農地の活用策としての市民農
園は、相続時に売却されるなど、継
続が困難になる例もみられます。 

 
●農業施策だけでなく、関連する計画
により生産緑地の保全を位置付け、
支援方策を検討します。 
●農地の相続税の課題に対応できる農
地保全制度や生産基盤整備に係る制
度の有効活用を図ります。 
●市民農園、家族農園及び農業体験農
園の位置付けを検討するとともに、
宅地化農地保全を図ります。 
●農業委員会による肥培管理の徹底、
指導を進め、農地保全を図ります。
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（２）多面的機能を活かした農地保全 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 策 の 内 容    （○：主体 △：支援） 

項  目 内  容 
農
家 

Ｊ
Ａ 

市
民 

行
政 

民
間 

① 農地へのごみ投
棄の防止 

・農地へのごみ投棄の問題の市民啓
発 
・市民も含めた防止活動を推進 
・農地へのＰＲ看板の設置 

○ 
 
○ 
○ 

 
 
 
△ 

 
 
○ 

○ 
 
△ 
△ 

 

② 農地周りの環境
美化の推進 

・市民、地域住民への環境美化の呼
びかけ 
・市民、地域住民との協働による植
栽の推進 

○ 
 
○ 

○ 
 
△ 

△ 
 
○ 

○ 
 
△ 

 

③ 防災農地指定の
検討 

・ＪＡ、行政の検討組織の設置 
・防災農地の事例研究 
・農家、ＪＡと行政、地域住民との
協定による災害時農地の活用 

 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

 
 
○ 

○ 
○ 
○ 

 

④ 学校農園の促進 ・学校に身近な農地の実態把握 
・学校と農家との協議による検討実
施 

 
○ 

○ 
△ 

 ○ 
○ 

 

⑤ 適正な農地管理
の推進 

・農地の実態把握と肥培管理指導 
 

○ 
 

○ 
 

 ○ 
 
 

 

現状・課題 

・市民意識調査では大半の市民が農地
の保全を望んでいますが、一生懸命
やっている農地の保全が半数近くを
占めており、農家も農地を適切に維
持管理することが大切です。 
・市民は、新鮮な農産物の供給だけで
なく、季節感や植木による緑の豊か
さを評価しており、農家も自然や生
態系の保全、環境保持や防災空間と
しての役割を重視しています。しか
し、農業を行っていく上で困ること
として、空き缶やごみの投棄が上位
を占めています。そのため、市民と
相互に農地の役割について、共通の
認識をつくることが大切です。 

課題解決の方針 

 
●農地のもつ多面的な役割を市民に知
らせる取り組みを進めます。 
●農業者と市民が協働で農地を保全す
る方策を検討します。 
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３ 魅力ある農業経営の促進 
 
（１）農業経営体の育成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 策 の 内 容    （○：主体 △：支援） 

項  目 内  容 農
家 

Ｊ
Ａ 

市
民 

行
政 

民
間 

① 認定農業者への
支援 

・認定農業者制度の普及と経営改善
計画策定の支援 
・支援センターの設置による支援 
・利子補給等の支援策の検討 

○ ○ 
 
○ 

 ○ 
 
○ 
○ 

 

② 生産環境・施設
の整備 

・都市農業支援総合対策事業等の制
度ＰＲと活用 

○ ○  ○ 
 

 

③ 農業経営診断に
よる経営健全化 

・相談体制の充実 
・専門家による診断等の支援。 

 ○ 
○ 

 ○ 
○ 

 

④ 農業経営者クラ
ブによる支援 

・経営者クラブと農業者の経験交流
の場づくり 
・農業経営の調査研究の実施 

○ 
 
○ 

○ 
 
○ 

   

現状・課題 

・販売金額では年間 200 万円未満が
57％を占め、生産所得は１戸あたり
102 万円、10ａ当たり 16 万円、専従
者一人当たり 64.4 万円と少ない状況
ですが、不動産所得を背景に農業を
維持する状況が伺えます。 
・農業所得については、これまで以上
の所得をめざす農業者が多く、また、
専業的な農業者には、認定農業者制
度の活用意向があり、経営状況に応
じた支援が求められています。 

課題解決の方針 

 
●農家の経営状況を的確に把握し、実
態に応じた支援を進めます。 
●経営体育成に関連する制度の周知と
適切な活用を図ります。 
●経営体育成の支援体制を充実しま
す。 
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（２）経営管理の合理化の促進 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

施 策 の 内 容    （○：主体 △：支援） 

項  目 内  容 農
家 

Ｊ
Ａ 

市
民 

行
政 

民
間 

① 家族経営協定の
締結の促進 

・協定実施経営体の事例、情報提供
・希望農家の把握と研修の実施 
・個別農家の協定締結 

 
 
○ 

○ 
○ 
△ 

 
○ 
○ 
△ 

 

② 経営管理の改善 ・青色申告の実施 
・複式簿記記帳の促進 

○ 
○ 

△ 
△    

③ 研修、講座の実
施 

・パソコン・農業簿記講座の実施 
・経営研修の実施  ○ 

○  ○ 
○  

④ 経営相談の充実 ・農業経営維持を基本とした不動産
経営、管理指導  ○ 

 
   

現状・課題 

・農業経営で実行していることは、給
与、休日、労働時間、経営目標の設
定があげられていますが、いずれも
20％前後で、今後もほぼ同様の傾向
です。 
・経営管理の合理化を進めるためには、
制度や経営合理化の方法を農家に知
らせていくことが重要です。 
・農家の不動産所得は農業所得を大き
く上回っていますが、不動産所得へ
の過度な依存が相続時の農地売却に
つながることがあり、適正な資産管
理も大切です。 

課題解決の方針 

 
●家族協定等のメリットを周知し、制
度の活用を促進します。 
●農家の経営実態を的確に把握し、経
営状況に応じた指導、支援を行いま
す。 
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（３）営農形態に応じた支援の導入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 策 の 内 容    （○：主体 △：支援） 

項  目 内  容 
農
家 

Ｊ
Ａ 

市
民 

行
政 

民
間 

【野菜農家】 

① 環境にやさしい
農業の支援 

・土づくりの支援 
・農業技術の普及 

○ 
○ 

△ 
△ 

 △ 
△ 

 

② 共同直売・定期
市の開催 

・参加希望農家の把握、場の提供 ○ ○  △  

③ 産直ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
(ｅﾏｰｹｯﾄ）の普及 

・制度、実施事例の情報提供    ○  

④ 農業体験農園の
整備 

・農業体験農園の事例研究 ○ ○  ○  

【植木・花き農家】 

① 公共利用の推進 ・公共施設緑化への地元の植木、花
きの導入 

 △ △ ○  

② 新品種導入の支
援 

・屋上緑化等に対応した品種導入 
・新品種の情報提供 
・事例視察、研修の実施 

○ △ 
○ 
○ 

 △ 
○ 
○ 

 

③ 記念花木の利用
推進 

・誕生、結婚、新築等市民の記念日
植樹の活用の検討 

 △  ○  

【果樹農家】 

① 新品種導入の支
援 

・新品種の情報提供 
・事例視察、研修の実施 

 ○ 
○ 

 ○ 
○ 

 

② 観光農園の普及 ・ぶどう、梨の産地化の推進 
・市民への観光農園の情報提供 
・新たな観光農園の検討（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘ
ｰ等） 

○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

 △ 
△ 
△ 

 

③ うめ、くりを活
用した農業体験の
普及 

・農家の実態把握 
・栽培、加工の一貫した農業体験 
 の検討、普及 

 
○ 

○ 
○ 

 △ 
○ 

 

現状・課題 

・市内の農業生産は、露地野菜、施設
野菜、花き、植木、果樹など多様で
あり、営農形態により課題が異なり
ます。 
・野菜は共同出荷、共同直売や販路の
拡大、植木は公共事業の低迷から、
民間需要に対応した生産品目の再検
討等が課題となっています。 

課題解決の方針 

 
●営農形態に応じた、生産、販売支援
を進めます。 
●支援制度の有効活用とともに、公共
利用の拡大を検討します。 
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（４）農業関係団体の交流と育成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 策 の 内 容    （○：主体 △：支援） 

項  目 内  容 
農
家 

Ｊ
Ａ 

市
民 

行
政 

民
間 

① 生産者組織の交
流による生産体制
強化 

・両ＪＡの野菜、植木花き等生産者
組織の話し合いの実施 
・共同出荷、相互支援の実施 

○ 
 
○ 

○ 
 
○ 

   

② 異種目、世代間
交流の促進 

・野菜農家と植木農家の交流の拡大 
・世代別の女性農業者の経験交流等
の実施 

○ 
 
○ 

○ 
 
○ 

   

③ ＪＡ東京あぐり
とＪＡ東京みらい
の共同事業の促進 

・市民まつりの充実 
・直売、定期市の共同開催 
・地域イベントへの参加等の相互協
力 
・生産者組織の一体化の検討、実施 

○ 
○ 
○ 
 
○ 

○ 
○ 
○ 
 
○ 

   

 
 

現状・課題 

・本市には、ＪＡ東京あぐりとＪＡ東
京みらいがあり、市民まつり等の共
同の取り組みを行っていますが、今
後もそれを拡大していく必要があり
ます。 
・生産部会は、野菜、果樹、植木等の
生産組合があり、野菜は共同出荷や
学校給食への食材提供を行っていま
す。植木の生産組合では青年部を中
心に、組合員の在庫の情報を共有す
る等の取り組みを進めています。 
・今後は、両ＪＡの生産組合の交流に
よる生産販売の拡大や、異種目の交
流による堆肥づくり等を進める必要
があります。また、行政施策に対応
した生産者組織等のあり方を検討し
ていく必要があります。 
、

課題解決の方針 

 
●ＪＡ東京あぐりとＪＡ東京みらいの
協議機会を拡大し、共同の取り組み
を促進するとともに、組織の連携体
制を強化します。 
●生産組合や年齢別の交流を促進し
て、相互に協力する体制をつくりま
す。 
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４．多様な担い手の育成 
 
（１）後継者の確保、育成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 策 の 内 容    （○：主体 △：支援） 

項  目 内  容 
農
家 

Ｊ
Ａ 

市
民 

行
政 

民
間 

① 青年後継者の組
織づくり 

・後継者組織の支援 
・後継者間の交流の促進 

 
○ 

○ 
○ 

 △ 
△ 

 
△ 

② 新規就農者の技
術支援 

・ＪＡ等による営農相談、経営指導
の充実 
・後継者組織による受け入れ体制づ
くり 
・農業に関する制度の普及 

 
 
○ 
 
 

○ 
 
○ 
 
○ 

 ○ 
 
 
 
○ 

 

③  生産技術の交
流、伝承 

・経験ある農家での研修 
・経験交流会の実施 

○ 
○ 

△ 
△ 

  
 
 

現状・課題 

・今後の農業経営の方向では、後継者
が中心となる農家が 40％弱を占め、
半数の農家が、後継者がいると回答
しています。 
・経済の低迷から、他産業においても
就職の困難さや、労働条件が悪化す
る状況があり、農業が見直され、若
い後継者が増加する傾向にありま
す。また、相続税納税猶予を受けた
農地は、後継者の営農が存続の条件
となるため、今後も若い世代の参入
の増加が想定されます。 
・そのため、後継者の受け入れ体制づ
くりや、技術取得の支援を強化する
必要があります。 

課題解決の方針 

 
●後継者が、就農しやすい体制づくり
を促進します。 
●後継者が農業技術を身につけるため
の技術支援を促進します。 
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（２）女性農業者の活動の支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 策 の 内 容    （○：主体 △：支援） 

項  目 内  容 
農
家 

Ｊ
Ａ 

市
民 

行
政 

民
間 

① 交流の場づくり ・生産組織別の女性農業者の懇談会
開催、親睦、経験交流の促進 

○ ○  △  

② 組織づくりの支
援 

・若年世代を対象とした女性農業者
への呼びかけ 
・組織づくりの実施 

○ 
 
○ 

○ 
 
○ 

 △ 
 
△ 

 

③ 研修等への参加
の促進 

・農業研修情報の提供、参加の促進 
・農業経営に関する研修、営農相談
への参加の促進 
・農業に関する制度の普及 

○ 
○ 

△ 
△ 
 
○ 

 △ 
△ 
 
○ 

 

④ 農産物加工の体
制づくり 

・経験者、希望者の把握 
・経験交流、事例研修の実施 
・加工実践を通した体制づくり 
・農産物加工等の起業の支援 

○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 
○ 

 △ 
△ 
 
△ 

 

現状・課題 

・農業における女性の役割は、労働の
補助的担い手が半数を占めますが、
中心的な担い手、簿記・帳簿整理、
直売や販売担当も 20％強を占め、重
要な役割を果たしています。そのた
め、家族労働の中で女性の役割や地
位を位置付け、働きやすい環境をつ
くる必要があります。 
・ＪＡの女性組織は、高齢化が進み多
様な活動が困難な状況もあります。
・農産物加工や、伝統ある調理の継承
など、女性の知恵や経験を生かした
活動を広げる体制を検討する必要が
あります。 

課題解決の方針 

 
●女性農業者の交流機会の拡大を図
り、組織の強化や新たな組織づくり
を支援します。 
●女性農業者の農業技術の向上や、農
産物加工による起業を支援します。
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（３）高齢農業者の支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 策 の 内 容    （○：主体 △：支援） 

項  目 内  容 農
家 

Ｊ
Ａ 

市
民 

行
政 

民
間 

① 定年帰農者の支
援 

・ＪＡによる営農相談、経営指導の
充実 

 ○    

② 農作業体験を通
した販売の普及 

・畝売り、株売り等の販売の普及 
・うめ、くりの栽培、加工体験によ
る販売 

○
○ 

○ 
○ 

   

③ 農業技術の有効
活用 

・各種農園における市民への指導 
・公民館、学校教育における講師活
用 

○ 
○ 

○ 
△ 

  
○ 

 

現状・課題 

・定年後に就農する農業者は、貴重な
農業の担い手であり、今後も増加す
る傾向にあります。新規就農者には、
農業技術取得を支援する必要があり
ます。 
・一方、高齢化のために自ら農業を継
続することが難しい農家もあり、こ
れまでの経験を生かした農業継続の
体制を検討する必要があります。 

課題解決の方針 

 
●定年帰農者に対する支援を強化し、
農業者としての自立を促進します。
●高齢農業者の知識や経験を生かした
農業を促進します。 
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（４）市民による援農体制づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 策 の 内 容    （○：主体 △：支援） 

項  目 内  容 農
家 

Ｊ
Ａ 

市
民 

行
政 

民
間 

① 農業体験農園経
験者の組織化 

・農業体験農園で経験した市民の援
農意向把握 
・農業ヘルパー制度の検討 

○ △ 
 
○ 

○ 
 
○ 

○ 
 
△ 

 

② 農産物加工の実
施 

・市民への参加の呼びかけ 
・加工体験を通した支援者の育成 

 ○ 
○ 

○ 
○ 

△  

③ 直売等販売の支
援の実施 

・市民への参加の呼びかけ 
・販売活動を通した支援者の育成 
・市民団体への販売委託 

 ○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

△  

④ 援農ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育
成事業の活用 

・行政情報（広報、ホームページ等）
を活用した事業のＰＲ 
・受け入れ農家の把握、確保 
・相談窓口の充実 

 
 
○ 

 
 
○ 
○ 

 ○ 
 
○
○ 

 

 
 

 

現状・課題 

・市民の援農については、30％前後の
農家が受入の意向を示しており、若
い世代ほど受入意向が高くなってい
ます。また、農業は家族労働を基本
としていることから高齢化や疾病に
よる労働力確保の不安もあり、援農
を求める声もあります。 
・市民にも、援農への参加意向があり、
農作業の手伝いだけでなく、農産物
加工、販売の支援意向もあります。
・援農を求める農業者と援農意向のあ
る市民を結びつける仕組みや、農業
技術を習得した市民を育成していく
ことが課題です。 

課題解決の方針 

 
●現行の制度を有効に活用して、援農
を行う市民を育成します。 
●本市にふさわしい援農の仕組みを検
討し、援農の体制づくりを推進しま
す。 


